
 

入  開  札  一  覧  表 

入札執行 

日  時 
令和 5 年 5 月 30 日  午前 10 時 15 分 執 行 者 防災管財課長  西舘 峰夫 ㊞ 

入札執行 

場  所 
野辺地町中央公民館 第３会議室 立 会 者 同 課長補佐  田中  仁  ㊞ 

工事等の 

番  号 
 業務 第５３号 予定価格   ￥ ９８０，１００ 円 

工事等の 

名  称 
前平団地物置改築工事設計監理業務 

入 札 書 

比較価格 
  ￥ ８９１，０００ 円 

工事等の 

場  所 
野辺地町字 前平 地内 

最低制限 

価  格 
  ￥ ７３５，０７５ 円 

履行期限 令和 6年 1月 26日まで 
最低制限 

比較価格 
  ￥ ６６８，２５０ 円 

入札者の名称・所在地 
入札書記載金額 

特記事項 
第１回目 第２回目 

1 （有）テクノ・エンジニアリング 野辺地町 682,500  落 札 

2 英設計事務所 野辺地町 774,000   

3 ヤマ設計事務所 野辺地町 820,000   

4      
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備考：落札金額は、落札者の入札書記載金額の欄に記入された金額に、当該金額の１００分の１０

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り

捨てた金額）である。 

 



 

入  開  札  一  覧  表 

入札執行 

日  時 
令和 5 年 5 月 30 日  午前 10 時 30 分 執 行 者 防災管財課長  西舘 峰夫 ㊞ 

入札執行 

場  所 
野辺地町中央公民館 第３会議室 立 会 者 同 課長補佐  田中  仁  ㊞ 

工事等の 

番  号 
 業務 第５５号 予定価格   ￥ ４，１４３，７００円 

工事等の 

名  称 
町立体育館屋根劣化調査業務 

入 札 書 

比較価格 
  ￥ ３，７６７，０００円 

工事等の 

場  所 
野辺地町字 観音林脇 地内 

最低制限 

価  格 
  ￥ ３，１０７，７７５円 

履行期限 令和 5年 10 月 31日まで 
最低制限 

比較価格 
  ￥ ２，８２５，２５０円 

入札者の名称・所在地 
入札書記載金額 

特記事項 
第１回目 第２回目 

1 （有）テクノ・エンジニアリング 野辺地町 2,855,000  落 札 

2 英設計事務所 野辺地町 3,018,000   

3 ヤマ設計事務所 野辺地町 4,200,000   

4      

5      

6      
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13      

14      

15      

備考：落札金額は、落札者の入札書記載金額の欄に記入された金額に、当該金額の１００分の１０

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り

捨てた金額）である。 

 



 

入  開  札  一  覧  表 

入札執行 

日  時 
令和 5 年 5 月 30 日  午前 10 時 45 分 執 行 者 防災管財課長  西舘 峰夫 ㊞ 

入札執行 

場  所 
野辺地町中央公民館 第３会議室 立 会 者 同 課長補佐  田中  仁  ㊞ 

工事等の 

番  号 
 工事 第７号 予定価格   ￥         円 

工事等の 

名  称 
海水浴場駐車場トイレ改修工事 

入 札 書 

比較価格 
  ￥         円 

工事等の 

場  所 
野辺地町字 田名部道 地内 

最低制限 

価  格 
  ￥         円 

履行期限 令和 5年 7月 28日まで 
最低制限 

比較価格 
  ￥         円 

入札者の名称・所在地 
入札書記載金額 

特記事項 
第１回目 第２回目 

1 髙松建設 野辺地町  ― 投函辞退 

2 （株）蛯名建築 野辺地町  ― 投函辞退 

3 （株）藤谷建設 野辺地町    

4 （株）大剛建設 野辺地町    

5   （不落にて終了）  

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

備考：落札金額は、落札者の入札書記載金額の欄に記入された金額に、当該金額の１００分の１０

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り

捨てた金額）である。 

 


